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アイルランドの民間医療保険における 
リスク構造調整 

――沿革と概要――

増　　田　　幸　　弘

はじめに
Ⅰ　先行研究
Ⅱ　アイルランドにおける医療保障制度と民間医療保険
Ⅲ　民間医療保険におけるリスク構造調整
おわりに

はじめに

　本稿の目的は、アイルランドの民間医療保険におけるリスク構造調整
（risk equalisation）の沿革と概要を示すことにある。本稿の研究上の問いは、
「アイルランドでは民間（私的）医療保険に対してどのようなリスク構造調
整がなぜ行われているのか」を明らかにすることである。
　本稿でアイルランドという場合、英国の統治下にある北アイルランドは含
まないものとする。risk equlisation は risk equalization とも表記されるが、
本稿ではアイルランドの表記に基づき risk equlisiation を用いる。また、こ
の用語にリスク構造調整との訳をあてる。本稿では、医療保障制度を、社会
的な給付として「病気・負傷（けが）等が発生した後に治療を行い、病後の
アフター・ケアを施し、さらに疾病を予防することを目的とする制度であり、
医療を提供する諸制度を含むもの」（西村 2003：151）との意味で用いる。た
だし、本稿では医療を提供する諸制度については取り上げない。
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　本稿の構成は次の通りである。はじめにアイルランドの医療保障制度およ
び民間医療保険に関するわが国の先行研究を概観する（Ⅰ）。次いで、公私
ミックスを特徴とする、アイルランドにおける医療保障制度と民間医療保険
のあり方と沿革について述べる（Ⅱ）。これを踏まえて、アイルランドにお
ける民間保険に対するリスク構造調整の導入の経緯とその概要を説明する

（Ⅲ）。
　なお、以下の記述の一部は、増田（1991）および同（2007）と重複する。

Ⅰ　先行研究

　図表 1 は、3 つのデータベース（国立情報学研究所 CiNii、国立国会図書館サ

ーチ、West Law Japan）を用い、検索語を「アイルランド　and 医療」、「ア
イルランド　and 保険」で検索した結果から、アイルランドの医療保障制度
および民間医療保険に関する文献を抽出したものである。これに、『新　世界
の社会福祉』所収の論稿（ウイルソン＝小舘 2019）および『アイルランドを
知るためのの 70 章』所収の論稿（小舘＝千葉 2019）を加えた。
　この検索結果から、わが国ではアイルランドの医療保障制度および民間医
療保険に関する研究がほとんどなされていないことが分かる。このことは、
アイルランドの医療保障制度や民間医療保険に対するわが国の研究者の関心
の低さを示している。
　本稿の検討対象である、アイルランドの民間医療保険に関しては、上記の
検索ワードでヒットしなかった文献である河口（2012）が、民間保険の利用
に特徴のある 7 か国（イギリス、オーストラリア、フィンランド、アイルランド、

カナダ、ドイツ、オランダ）のひとつとして取り上げている。
　しかし、アイルランドの民間医療保険を主題とする論稿は、管見の限りで
は増田（1991）および同（2007）のみである。



(3)198

法学研究 97 巻 3 号（2024：3）

図表 1　アイルランドの医療保障制度および民間医療保険に関する邦文文献

出所：筆者作成

執筆者 発表年 論題 掲載誌 / 書

平石長久 1966 各国の医療保障制度（56）アイ
ルランド

健康保険 20（7）

佐口卓 1970 アイルランドの医療保障 早稲田商学 218

増田幸弘 1991 アイルランドの医療保障立法政
策と任意健康保険制度の問題

法学政治学論究 10

赤松隆 1991 アイルランドの保健医療事情
（第 16 回基礎医学談話会、研究
会記録）

杏林医学会雑誌 22（4）

赤松隆他 1995 アイルランドの保健医療事情
（その 10）：身障児教育の実態
を中心として

日本公衆衛生学会総会抄録集

廣瀬輝夫 1999 アメリカ便り　イギリスおよび
アイルランドの最近の医療事情

日本医事新報 3937

赤松隆 2001 アイルランドの保健医療事情に
寄せて（視点を変えて）

理学療法学 28（1）

増田幸弘 2007 アイルランドの私的医療保険：
リスク平準化スキームの背景

週刊社会保障 2433

廣瀬輝夫 2010 コラム・アイルランドの医療 廣瀬輝夫著『世界の医療事情リ
ポート：そして日本を考える』
メディカルトリビューン、所収

中村雄二 2015 乳幼児診察料無償化をめぐる動
き：アイルランド

国民医療 327

石丸美奈他 2019 アイルランド共和国の包括ケア
と保健師の役割

千葉大学看護学研究科紀要 41

小舘尚文＝
千葉優子

2019 めざすは「医療・介護統合」モ
デルの充実：南北の医療制度

海老島均＝山下理恵子編著『ア
イルランドを知るための 70 章

（第 3 版）』明石書店、所収

エレイン・
ウイルソン
＝小舘尚文

（小舘尚文
訳）

2019 アイランド共和国・北アイルラ
ンドの医療制度および近年の状
況

金子光一＝小舘尚文編著『新世
界の社会福祉第 1 巻　イギリ
ス／アイルランド』旬報社、所
収
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Ⅱ　アイルランドにおける医療保障制度と民間医療保険

　ここでは、公私ミックスを特徴とする、アイルランドにおける医療保障制
度と民間医療保険のあり方と沿革を取り上げる。はじめにアイルランドの医
療保障制度について説明し（1）、次いで民間医療保険に対する公的規制につ
いて説明する（2）。最後に、アイルランドにおける医療保障制度と民間医療
保険の沿革を述べる（3）。

1　アイルランドの医療保障制度
　図表 2 はアイルランドにおける患者の受診の流れである。ここに示されて
いるように、アイルランドの医療保障制度は、国民皆保険やフリーアクセス
等を特徴とするわが国の医療保障制度とは異なる仕組みが採用されている。
　すなわち、わが国では社会保険（公的医療保険）によって医療保障が行わ
れている。これに対して、アイルランドでは医療保健サービス庁（Health 

Service Executive。以下「HSE」と略）等が運営する公的病院（public hospital）

が税財源で提供する公営医療（public health service）によって医療保障が行
われている1）。
　また、公的医療保険の保険証を持参すれば全国どの保険医療機関でも保険
診療を受けることができる、いわゆるフリーアクセスを原則とするわが国と
は 異 な り、 ア イ ル ラ ン ド で は す べ て の 患 者 は ま ず 家 庭 医（General 

Practitioner。以下「GP」と略）を受診することが求められる。また、専門的
な医療が必要なときには、GP からの紹介が必要とされる。GP にかかる費
用は、後述（3（1））のように患者の所得によって無償または有償となる。
　図表 2 に示されているように、GP による一次医療から病院による二次医
療を紹介される患者には、次の 2 つの選択肢がある。ひとつが、図表 2 の左

1）　HSE は 2004 年保健法（Health Act, 2004）により設置された。HSE の設置に伴い、
1970 年保健法（Health Act 1970）に基づき設置されていた各地のヘルスボード

（Health Board）は、2005 年 1 月 1 日より HSE に置き換えられた。なお、医療保健
サービス庁という訳は、ウイルソン＝小舘（2019）に依拠する。
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側の流れのように、公的病院において無償または有償（医療費の一部を自己

負担）で公営医療を受けることである。この場合、患者は基本的に病院や医
師を選択することができない。
　もうひとつは、図表 2 の右側の流れのように、私的病院（private hospital）

または公的病院において、プライベート医療（private health service）を受け
ること2）である。この場合、患者は病院や医師を選択することができること、
公営医療と比べて受診までの待ち時間が短いこと、および公営医療でカバー
されない治療等を行うことができるとの利点がある。その一方で、医療費は

図表 2　アイルランドにおける患者の受診の流れ

出所：Irish Life Health 社資料 “Understanding the health care system in Ireland”（https://
irishlifehealth.ie/IrishLifeHealth/media/Irish-life-Health/ilh.pdf　最終閲覧 2023 年 8 月 1 日）

Step 1 Visit your GP

Step 2

Public Consultant

You are referred by your GP
to a public consultant for
an out-patient assessment

Diagnostic Tests
（If required, otherwise go

to step4）

You can be seen in a public
hospital as a public in-

patient or Day Case on an
out-patient basis

You can be seen in a
public Hospital as
a private in-patient

or Day Case

You can be treated in a
public hospital as a public
in-patient or Day Case or
out-patient basis, such as
in the community or follow

up treatments with your
consultant/GP

You can be treated in
a public hospital as
a private in-patient
or Day Case or out-

patient basis, such as
in the community or
follow up treatments
with your consultant/

GP

You can be seen in a
private hospital as a
private in-patient or
Day Case on an out-

patient basis

You can be treated in
a private hospital as
a private in-patient
or Day Caseor out-

patient basis, such as
in the community or
follow up treatments
with your consultant/

GP

Diagnostic Tests
（If required, otherwise go to step4）

or

or

or

or

or

You are referred by your GP to a private
consultant for an out-patient assessment

Private Consultant

Step 3

Step 4

Treatment Treatment
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実費が請求される。
　このように、アイルランドでは GP に加え、①税財源によって公的病院が
提供する公営医療と、②私的病院または公的病院が提供するプライベート医
療が併存する形となっている。アイルランドの医療システムは、サービスに
かかる財源と供給における公私ミックスによって特徴づけられている

（Madden 2022: 29）。
　このアイルランドの医療システムにおいて、民間医療保険は、GP や①に
かかる医療費の有償部分の費用や、②にかかる医療費の実費をカバーするも
のとして利用されている。アイルランドにおけるこのような民間医療保険の
位置づけについて、OECD の報告書は、公的医療と「重複・補完的・補足
関係」にあるものと解している（OECD 2005：49）。
　民間医療保険市場に対する規制業務を行う健康保険庁（Health Insurance 

Authority）によると、本稿執筆時点における民間医療保険の加入率と各社
のシェアは次の通りである。2023 年 6 月 30 日時点の民間医療保険の加入率
は 47.6％である（HIA 2023a）。各保険会社の市場占有率は、Vhi Health 
Care が 48.9％、Laya Health Care が 27.8％、Irish Life Health が 20.6％、
その他が 2.7％であった3）。また、成人の平均保険料（average premium）は
1493 ユーロであった（同）。

2　民間医療保険に対する公的規制――1994 年健康保険法
　アイルランドにおいて民間医療保険に関するルールを定めているのが、
1994 年健康保険法（Health Insurance Act, 1994）である。加入希望者の保険

2）　外務省のホームページ「世界の医療事情　アイルランド」では、public health ser-
vice を公営医療、private health service をプライベート医療と訳している（https://
www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/ireland.html　最終閲覧 2023 年 8 月 1 日）。
増田（1991）では公的医療と私的医療との訳をあてていたが、本稿ではこの外務省訳
にならうこととした。

3）　その他は、一定の職業の従事者とその家族のみを被保険者とする保険（Restricted 
Membership Undertakings (RMUs) である。
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へのアクセスの保障と保険者間の財政の公平を図るため、同法は 7 条以下に
おいて、保険契約に関して一定の規制を加えている（Armstrong 2018：335）。
具体的には次の通りである。
　①コミュニティ・レイティング（community rating）4）。各保険会社におけ
る同一の内容の保険については、年齢、性別、健康状態の如何にかかわらず
同一の保険料とする。すなわち、個人の疾病リスクに応じた保険料の設定は
認められていない。
　②オープン・エンロールメント（open enrollment）。保険会社はすべての
加入希望者について、一定の待機期間を前提としつつ、加入を拒否すること
が原則として認められていない。
　③ライフタイム・カバー（lifetime cover）。保険料が支払われている限り、
被保険者の健康状態の如何にかかわらず契約の更新を拒否しない。
　④ミニマム・ベネフィット（minimum benefit）。病院における医療に関す
る保険について、最低限保障されるべき内容が定められている。
　⑤リスク構造調整（risk equlisation）。保険会社間の財政の公平を図る方策
としてリスク構造調整が行われている（後述Ⅲ）。
　アイルランドでは、保険へのアクセスの保障の観点から民間医療保険に対
してこのような規制が加えられている。すなわち、医療保険の保険料は、被
保険者個人の疾病リスクに基づき定まるものでなく、集団的に定められる

（上記①）。保険会社には医療保険の保険契約の締結が強制されており、保険
会社が危険選択によって契約の締結を拒否することを認めない（上記②）。
また、保険会社からの契約更新の拒否も認めない（上記③）。
　アイルランドの民間医療保険がこのような厳しい規制を受けていることに
ついて、Martin and Turquet（2021）は、「ソーシャル・プロテクションお
よび社会福祉政策のツール（a tool for social protection and welfare policy）」
として考えられているためとする（p.235）。すなわち、前述（1）のように、

4）　増田（1997）では、community rating に地域保険料との訳をあてていた。これは
誤った訳であり訂正する。
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アイルランドの民間医療保険は保険会社と個人の契約を媒介とする私保険で
ありつつも、国家が保険契約に対して上記の規制を行うことを通じて、所得
制限により GP や公営医療が提供する医療を無償で受けることができない者
に対して医療費を保障する機能を担っているものと評価することができる。

3　医療保障制度と民間医療保険の沿革
（1）1953 年保健法
　公営医療とプライベート医療の併存や、患者の所得に応じた医療保障とい
うアイルランドの医療制度の構造は、歴史的には 1940 年代から 1950 年代初
頭にかけてのアイルランドの医療保障法制形成期に、医療の社会化をめぐり
政府と医師会や、政府とカトリック教会との間で行われた論争を経て形成さ
れた（増田 1991）5）。政府は当初、国家による無償での医療提供や母子保健等
の施策の拡充を構想した。しかし、医師会やカトリック教会は、自治の喪失、
支配的なカトリックの精神に対する棄損、医師のプライベート診療（private 

practice）からの収入の潜在的損失との理由から、政府の方針に反対した
（Dukelow and Considine 2017: 219）。
　ここで形成され、現在に至るまでのアイルランドの医療保障制度の原型と
なったのが、1953 年保健法（Health Act, 1953）である。同法に基づき、医療
サービスは当初次のように構成された（Department of Health 1966: 14）。
　① GP による一般医療サービス（general medical services）、②病院・専門
医サービス（general institutional and specialist services）、③精神科医療、④
歯科医療、眼科医療、聴覚サービス（aural service）、⑤母子保健・福祉、学
校保健、⑥感染症医療、⑦リハビリテーション。これらの医療サービスに加
え、各種の手当や母子に対する牛乳の支給等が規定された。

5）　特にカトリック教会を巻き込み激しい論争となったのが、母子保健スキーム
（mother and child scheme）の存在であった。この論争の経緯に関して以下参照。
Barrington（1987: 201-221）; Earner-Byrne（2007: 120-151）; McKee (1986: 159-194); 
Whyte (1984: 196-272)。また、当時の保健大臣 Noël Browne の回顧録に Browne 
(1986) があり、一方当事者の視点から見た事実が示されている。



(9)192

法学研究 97 巻 3 号（2024：3）

　同法はまた、患者を所得水準別にカテゴライズし、医療費の支払い能力の
ある所得階層に属する患者に対しては、基本的に私費で医療を受けることを
求めるというシステムを採用した。具体的には、患者をカテゴリーⅠ（低所

得者：人口の約 30％）、カテゴリーⅡ（中所得者：人口の約 45％）、カテゴリー
Ⅲ（高所得者：人口の約 15％）の 3 つのカテゴリーに分類し（Dukelow and 

Considine 2017: 219）、中・高所得者層には無償の公営医療を限定的に提供す
るものとした。特にカテゴリーⅢについては、地域保健等に関する給付を除
きプライベート医療によるものとされた。
　この 3 つのカテゴリーは、その後 1991 年に、カテゴリーⅠ（メディカルカ

ード（medical card）を所持する者）と、カテゴリーⅡ（メディカルカードを所

持しない者）の 2 つのカテゴリーへと改められた。メディカルカードは、低
所得者に対して交付され、交付に際しては資産調査と所得調査がなされる

（House of the Oireachtas Joint Committee on　Committee on the Future of 

Healthcare 2017: 44）。
　メディカルカードの所持者（すなわちカテゴリーⅠの患者）は、GP による
医療と公的病院が提供する公営医療を無償で受けることができる。カテゴリ
ーⅡの患者は、GP による医療にかかる費用は全額自己負担となる。また、
公的病院が提供する公営医療を無償または有償（医療費の一部を自己負担）で
受けることができる6）。
　2005 年には、GP ビジットカード（GP visit card）が導入された7）。GP ビ
ジットカードの所持者は、GP による診察を無償で受けることができる

（House of the Oireachtas Joint Committee on　Committee on the Future of 

Healthcare 2017: 46; ウイルソン＝小舘 2019：349; Johnston et al. 2020: 11）。GP
ビジットカードは、次の者等に対して交付される8）。所得が一定額以下であ
るものの所得制限によってメディカルカードを取得することができない者、

6）　自己負担には上限額が設けられている。
7）　ウイルソン＝小舘（2019）は、GP visit card に家庭医問診カードという訳をあて

ている。
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8 歳未満の小児、70 歳以上の高齢者、フルタイムの介護者に支給される現金
給付の受給者。これら GP ビジットカードの所持者は、GP の診察を無償で
受けることができる（House of the Oireachtas Joint Committee on　Committee 

on the Future of Healthcare 2017: 46）。
　図表 3 は、メディカルカードの所持者、GP ビジットカードの所持者、民
間医療保険の被保険者の比率の推移である。

（2）1957 年任意健康保険法
　（1）で述べた、患者の所得に応じた医療保障を行うという 1953 年保健法
の構造を前提に、1957 年に任意健康保険法（Voluntary Health Insurance Act, 

図表 3　メディカルカードの所持率、GPビジットカードの所持率、民間医療保険

の加入率の推移

出典：Johnston et al. 2020, p.11.

①
② ③

④
①

②

③

④

8）　本稿執筆時点において、8 歳未満の小児には Under 8s GP visit card が、また、70
歳以上の高齢者には所得を問わず Over 70s GP visit card が交付される。また、フル
タイムの介護者に支給される現金給付（Carer’s Benefit または Carer’s Allowance）
の受給者には、Carer’s GP visit card が交付される。
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1957）が制定された。すなわち、公営医療の適用対象とならない高額所得者
が医療にかかる費用に備える保険として、法に基づき任意健康保険

（voluntary health insurance）が提供されることとなった（Curry 2003: 147; 

Colombo and Tapay 2004: 8）。
　任意健康保険の新設は、1953 年に医師会（Irish Medical Association）が保
健大臣に対して任意健康保険のスキーム（a scheme on voluntary health 

insurance）の検討を要請したことを契機としている（House of the Oireachtas 

Joint Committee on Commercial State-Sponsored Bodies 1980）。これを受けて、
保健大臣は諮問委員会を設置し、同委員会は 1956 年 5 月に報告書 Report of 
Advisory Body on Voluntary Health Insurance Scheme を提出した。1957
年任意健康保険法は、この報告書の提言が反映されたものとなっている

（Barrington 1987: 246; Hensey 1979: 107）。
　保険者である VHI ボード（VHI Board）は、法に基づき国が設置する非営
利の企業とされた。剰余金は保険料の引き下げか給付の引き上げに用いるも
のとされた（Curry 2003:147）。提供する医療保険は、コミュニティ・レイテ
ィング、オープン・エンロールメントおよびライフタイム・カバー（いずれ

も前述Ⅱ 2）によるものとされていた（Light 2006: 63）。また、1955 年金融法
（Finance Act, 1955）等により、被保険者に対する税制上の優遇措置が行われ
た。
　1957 年法は、VHI ボード以外の保険会社等が医療保険を販売する場合、
保健大臣による許可（health insurance licence）を要する旨を規定する。この
許可は大臣の裁量（in his absolute discretion）によるものとされ、実際には
VHI ボードと真に競合しないごく限定的なスキームについてのみ認められ
た（Hensey 1979: 111）9）。
　VHI ボードが提供する医療保険は、「ヘルスサービスにおける良きパート
ナー」（佐口 1970：502）として、1957 年の設立から約 40 年にわたり、アイ

9）　増田（2007）は 1957 年法が競合する私的医療保険事業を認めていないと書いたが、
これは不正確な記述であり訂正する。
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ルランドの医療保険市場において事実上の独占状態を維持し続けた（Curry 

2003: 148）。
　VHI ボードの設置と成功について、医療政策史の Barrington（1987）は、
政府、医療従事者およびアイルランドのカトリックの道徳主義者の理想化さ
れた「自発的」精神（the idealised ‘voluntary’ spirit of Irish Catholic moralists）

の間の、新たな種類のパートナーシップを示すものと解している（p.250）。

Ⅲ　民間医療保険におけるリスク構造調整

　ここでは、民間医療保険におけるリスク構造調整について述べる。はじめ
に基本法となる 1994 年健康保険法について述べ（1）、次いで 2001 年健康保
険（修正）法について述べる（2）。この法改正の経緯を踏まえ、2013 年健康
保険（修正）法以降の動きについて説明する（3）。

1　1994 年健康保険法
　EU では、「三次にわたる損害保険指令の結果、損害保険販売に関する EU
域内の制度的な障壁はすべて撤廃され」（荒木 2004：42）、「EU 域内の損害保
険市場統合のフレームワーク構築とサービス提供の自由を達成」（細田他

2002：48）した。すなわち、1973 年 7 月のいわゆる EC 損害保険第 1 次指令
（73/239/EEC）の採択以降、1988 年には第 2 次指令（88/357/EEC）が、1992
年には第 3 次指令（Council Directive 92/49/EEC）が採択された。
　このような単一保険市場形成の動きの中で、1957 年の設立以降、VHI ボ
ードによる事実上の独占状態にあったアイルランドにおいても民間医療保険
市場の対外開放の条件整備が求められることとなった。そこで、民間医療保
険 に 関 す る 諸 事 項 を 規 定 す る 法 律 で あ る 1994 年 健 康 保 険 法（Health 

Insurance Act, 1994）が制定された。
　前述（Ⅱ 2（2））のように、1994 年健康保険法によって、保険会社は保険
加入者に対する危険選択を行うことなく医療保険を提供するものとされた。
保険料に関しても、被保険者の保険事故発生のリスクに基づき算定するので
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はなく、同一の保険商品については同一の保険料というコミュニティ・レイ
ティングの考え方に拠ることとされた。このことは、高齢者等の疾病リスク
の高い被保険者が特定の保険会社に偏在することがあり得ることを意味する。
そこで、リスク構造調整の仕組みが導入された。
　このリスク構造調整は、1996 年健康保険法（リスク構造調整スキーム）

（Health Insurance Act (Risk Equlisation Scheme), 1996）の定めるスキームによ
り実施するものとされていた。しかし、リスク構造調整は 1 回も実施される
ことなく、同スキームは 1999 年 2 月に廃止された（Armstrong 2018: 345; 

Health Insurance Ausority 2013: 11；Turner and Smith 2020: 241）10）。

2　2001 年健康保険（修正）法
　そ の 後、2001 年 に 2001 年 健 康 保 険（ 修 正 ） 法（Health Insurance 

(Amendment) Act, 2001）が制定された。同法により、1996 年のスキームに
代わる新たなリスク構造調整のスキームが提示された。それとともに、民間
医療保険市場に関する法的規制を担当する官庁である、健康保険庁（Health 

Insurance Authority）が設置された。同庁の設置により、アイルランドの民
間医療保険市場に関する規制業務は、それまでの保健および児童省から健康
保険庁に移管されることとなった。
　しかし、この 2001 年法に基づくリスク構造調整も、1 回も実施されるこ
とはなかった。アイルランドの民間医療保険市場に参入した保険会社である
British United Provident Association Limited（Bupa）Ireland が欧州第 1 審
裁判所とアイルランドの最高裁判所に訴えを提起し、最高裁判所が同スキー
ムを違法であり無効との判断を示したためである。
　Bupa Ireland は、アイルランドのリスク構造調整は、EU 機能条約 107 条

（旧 87 条）の国家援助にあたるとして、欧州第 1 審裁判所に対して訴えを提
起した。第 1 審裁判所は、アイルランドのスキームは Altmark 判決11）が示
した 4 条件にてらして12）、一般的経済的利益を有するサービス（欧州機能条

10）　Health Insurance Act, 1994 (Risk Equlisation)(Revocation) Regulations, 1999.
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約 106 条 2 項。旧 86 条 2 項）に対する補償であり国家援助にはあたらないと
して、Bupa Ireland の訴えを退けた13）。
　Bupa Ireland は、アイルランドの裁判所に対しても、リスク構造調整の
スキームの無効を求めて訴えを提起した。これに対して最高裁判所は、リス
ク構造調整の重要な要素であるコミュニティ・レイティングの理解に誤りが
あるとして、2001 年法に基づくスキームは無効であるとの判断を示した14）。

3　2013 年健康保険（修正）法以降
　この最高裁判決を受けて、アイルランドでは新たなリスク構造調整のスキ
ー ム の 形 成 が 図 ら れ た。 政 府 は 2013 年 健 康 保 険（ 修 正 ） 法（Health 

Insurance (Amendment) Act, 2013）を制定し、同法に基づく新たなリスク構
造調整のスキームを 2013 年 1 月 1 日より実施した。その後、2016 年と 2022
年の法改正により一部修正が加えられたが15）、その基本的な構造に変化は
ない。
　図表 4 は、このリスク構造調整の概要である。保険会社は、各保険契約

（individual policies） ご と に 印 紙 税（stamp duty） を 税 務 当 局（Revenue 

Commissioners）に対して納付する16）。税務当局は、納付された印紙税を健

11）　Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, and Oberbundesanwalt beim Bundes-
verwaltungsgericht [2003] ECRⅠ-7747.

12）　Altmark 事件の 4 条件につき庄司（2014）349-50 頁。
13）　Case T-289/03 British United Provident Association Ltd (Bupa), Bupa Insurance 

Ltd and Bupa Ireland v. Commission [2008] ECR Ⅱ-81. Bupa 事件が示した、一般的
経済利益を有するサービスに関する加盟国の裁量につき青柳（2013）105 頁 ;　庄司

（2014）352-353 頁。
14）　Bupa Ireland Ltd v. Health Insurance Authority [2008] IESC42. なお、この最高

裁判所判決は、リスク構造調整自体を否定している訳ではない。
15）　Health Insurance (Amendment) Act, 2016 および Health Insurance (Amendment)

Act, 2022. なお、2022 年改正の趣旨につき、Oireachtas Library & Research Service 
(2022)。

16）　印紙税は 1999 年印紙税統合法（Stamp Duties Consolidation Act, 1999）の規定に
基づく。
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康保険庁が管理する基金（Risk Equlisation Fund）に送付する。同基金は、
年齢と受診歴に基づく疾病リスクの高い被保険者の割合が多い保険会社に対
して、クレジット（credit）と称する金員を支払う。
　本稿執筆時点において、リスク構造調整のスキームには次の 3 種類のクレ
ジットが存在する（HIA 2023b: 20）。
　①リスク構造調整クレジット（Risk Equlisation Credit）。これは、被保険
者の年齢に関わるクレジットであり、被保険者による保険請求の履歴とは無
関係なプロスぺクティブなものと位置づけられる（HIA 2021: 3; Oireachtas 

Library & Research Service 2022：4）。クレジットの額は、65 歳以上の被保険
者について、その年齢層（65 歳から 85 歳まで 5 歳ごとの年齢層および 85 歳以

上の年齢層）、性別、保険のタイプに基づき算定される。
　②病院利用クレジット（Hospital Utilisation Credit）。これは、被保険者の
健康状態に関わるクレジットであり、被保険者の病院への通院または入院歴
に基づきクレジットの額が算定される。被保険者の通院や入院を健康状態の
指標とするものであり、レトロスペクティブなものと位置づけられる（HIA 

図表 4　医療保険法が定めるリスク構造調整の概要

出所：Armstrong (2018), p.347.
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2021: 4; Oireachtas Library & Research Service 2022: 5）。
　③高額請求リスククレジット（Heigh Cost Claims Credit）。これは、高額請
求の割合（proportion of high cost claim）に応じて支払われるクレジットであ
る（Oireachtas Library & Research Service 2022: 5）。2022 年に導入された。

おわりに

　本稿では、はじめに先行研究の動向を概観した後、Ⅱにおいて公私ミック
スを特徴とするアイルランドにおける医療保障制度と民間医療保険のあり方
を示すとともに、その沿革について述べた。また、Ⅲでは、EU の 3 次にわ
たる損害保険指令（1973 年、1988 年、1992 年）への対応策としての、民間医
療保険に対するリスク構造調整の導入の経緯を説明し、その概要を示した。
　以上を踏まえ、本稿の冒頭に示した「アイルランドでは民間（私的）医療
保険に対してどのようなリスク構造調整がなぜ行われているのか」という問
いに応答すると、次のようになる。
　前者（どのようなリスク構造調整が行われているか）については、Ⅲ 3 でそ
の概要を示した。すなわち、①保険会社は、保険契約ごとに印紙税を税務当
局に対して納付し、②税務当局は、納付された印紙税を医療保険庁が管理す
る基金に送付し、③同基金は、疾病リスクの高い被保険者の割合が多い保険
会社に金員を支払う、という仕組みである。
　後者（なぜ行われているか）について、筆者は、「（a）1953 年保健法が形成
した医療保障制度の基本構造と、それを前提に民間医療保険を『ソーシャ
ル・プロテクションおよび社会福祉政策のツール』（Martin and Turquet 

2021: 235）として機能させるための規制を、（b）民間医療保険市場の対外開
放後も従前どおり維持しつつ、（c）複数の保険会社間における疾病リスクの
高い被保険者の偏在に対応するため、リスク構造調整のスキームが導入され
た」と説明できるものと考える。
　ここでⅡおよびⅢで述べた内容を改めて整理すると、以下のようになる。
　①アイルランドの医療制度の基本構造（公営医療とプライベート医療の併存
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や、患者の所得に応じた医療保障）は、医師会とカトリック教会の強い影響の
下、1953 年保健法において形成された。
　②保険加入時に危険選択を行わない医療保険とその保険者である VHI ボ
ードは、医師会の要請に基づき、1957 年任意健康保険法により設けられた。
これにより、1953 年保健法が規定する公営医療を無償で受けることのでき
ない所得階層の者も、希望すれば原則として医療保険の被保険者となること
ができ、私費で支払う医療費を保険でカバーすることができるようになった。
　この②の事実から、アイルランドの民間医療保険は、1957 年任意健康保
険法の制定当初から、「ソーシャル・プロテクションおよび社会福祉政策の
ツール」として制度設計されていたものと解することができる。VHI ボー
ドが提供する医療保険をこのツールとして機能させるため、提供される医療
保険には保険の原理から逸脱するような規制（コミュニティ・レイティング、

オープン・エンロールメント、ライフタイム・カバー）が設けられた。
　次に③～⑤により、民間医療保険においてリスク構造調整が行われるに至
った。
　③政府は、法に基づき国が設置した非営利の企業である VHI ボードが提
供する医療保険を、民間医療保険市場において事実上の独占状態に置いた。
　④その後、アイルランドは EU の 3 次にわたる損害保険指令による単一保
険市場形成の動きへの対応が求められた。その際、前述の①と②で形成され
た医療保障制度と民間医療保険のあり方は維持された。
　⑤民間医療保険市場に複数の保険会社が参入した場合、前述の④を前提と
するのであれば、特定の保険会社に疾病リスクの高い被保険者が偏在するこ
とが想定される。このことに対応するため、国が金員を介して調整を行う仕
組みであるリスク構造調整のスキームが導入された。
　以上の①～⑤から、筆者は、アイルランドで民間医療保険に対してリスク
構造調整が行われている理由について先に述べたような説明ができるものと
考えた。
　本稿で取り上げたアイルランドの民間医療保険と医療保障制度は、医療保
障の市場化の議論に関わる次の①や②の問いについて理論的な考察を行う際
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の手掛かりとなろう。
　①私保険を医療保障制度と組み合わせる形で「ソーシャル・プロテクショ
ンおよび社会福祉政策のツール」として用いることの可能性と限界。②その
ようなツールとして用いられる私保険と競争政策との関係17）。これらの背
景には、社会保障における国家の役割は何かという問題が存在する。
　また、本稿で取り上げた、英国からの独立以降の医療保障制度の沿革は、
アイルランドの社会政策や社会立法の形成過程で、同国のカトリック教会が
どのような影響を及ぼしたのかを分析するための素材となろう。いずれも今
後の検討課題としたい。
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